
独立行政法人の見直し素案（各府省作成）の概要 

平成16年９月 

 

平成 17 年度末までに中期目標期間が終了する独立行政法人（56法人）につ

いて、各府省が８月末までに作成した見直し素案の概要は以下のとおり。 

 

１．組織形態の見直し 

○ 廃止・統合、民営化 

・ なし 

○ 非公務員化（公務員型法人52法人中14法人） 

・ 総務省    １法人【情報通信研究機構】 

・ 文部科学省 １２法人【公務員型独法すべて】 

・ 経済産業省  １法人【産業技術総合研究所（法律措置済）】 

 

２．事務・事業の見直し 

○ ほとんどの事務・事業については、重点化・効率化等のみ。 

○ 事務・事業の「廃止」、「統合」、「民間・地方移管」として主要なものは

以下のとおり。 

【国立オリンピック記念青少年総合センター、国立青年の家、国立少年自然の家、国立女性教育会館】 

研修事業、宿泊訓練事業等について、地方が行っている事業等を廃止。 

【防災科学技術研究所】 

気象災害、土砂災害等の研究について、一部施設を廃止。 

【放射線医学総合研究所】 

放射線先進医療研究、放射線感受性遺伝子研究、放射線人体影響研究、放射線障害研究を

整理縮小し、統合。 

【農業・生物系特定産業技術研究機構】 

民間研究促進業務について、融資事業を抜本的に見直し。 

【さけ・ます資源管理センター】 

資源増大目的のふ化放流について、民間移管。 

資料１ 



 
 

平成１６年度末【３法人】
（平成17年3月31日） 

（内閣府）  
 独立行政法人国立公文書館 
 
（経済産業省）  
◎独立行政法人日本貿易保険  独立行政法人産業技術総合研究所 

平成１７年度末【53法人】
（平成18年3月31日） 

（内閣府） 
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 
 

（総務省） 
独立行政法人情報通信研究機構      独立行政法人消防研究所 
 

（財務省） 
独立行政法人酒類総合研究所 
 

（文部科学省） 
独立行政法人国立特殊教育総合研究所   独立行政法人大学入試センター 
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター  独立行政法人国立女性教育会館    ◎独立行政法人国立青年の家 

◎独立行政法人国立少年自然の家      独立行政法人国立国語研究所     独立行政法人国立科学博物館 
 独立行政法人物質・材料研究機構     独立行政法人防災科学技術研究所   独立行政法人放射線医学総合研究所 
独立行政法人国立美術館         独立行政法人国立博物館       独立行政法人文化財研究所 
 

（厚生労働省） 
独立行政法人国立健康・栄養研究所    独立行政法人産業安全研究所     独立行政法人産業医学総合研究所 
 

（農林水産省） 
独立行政法人農林水産消費技術センター  独立行政法人種苗管理センター    独立行政法人家畜改良センター 
独立行政法人肥飼料検査所        独立行政法人農薬検査所        独立行政法人農業者大学校 
独立行政法人林木育種センター      独立行政法人さけ・ます資源管理センター  独立行政法人水産大学校 
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構  独立行政法人農業生物資源研究所    独立行政法人農業環境技術研究所 
独立行政法人農業工学研究所       独立行政法人食品総合研究所     独立行政法人国際農林水産業研究センター  
独立行政法人森林総合研究所       独立行政法人水産総合研究センター 
 

（経済産業省） 
◎独立行政法人経済産業研究所       独立行政法人工業所有権総合情報館  独立行政法人製品評価技術基盤機構  
 

（国土交通省） 
 独立行政法人土木研究所         独立行政法人建築研究所       独立行政法人交通安全環境研究所 
独立行政法人海上技術安全研究所     独立行政法人港湾空港技術研究所   独立行政法人電子航法研究所 
独立行政法人北海道開発土木研究所    独立行政法人海技大学校       独立行政法人航海訓練所 
独立行政法人海員学校          独立行政法人航空大学校 
          

（環境省） 
 独立行政法人国立環境研究所 

（注） ◎は特定独立行政法人以外の法人（役職員に国家公務員の身分を与えない法人）を示す。 

中 期 目 標 期 間 終 了 時 別 独 立 行 政 法 人 



見直し素案の内容一覧表（各府省作成） 

 

 

【内閣府】 
  国立公文書館 ……………………………………………………………    1  
【防衛施設庁】 
 駐留軍等労働者労務管理機構 …………………………………………   2 
【総務省】 
  消防研究所 ………………………………………………………………    3 

情報通信研究機構 ………………………………………………………    4  
【財務省】 
 酒類総合研究所 …………………………………………………………    5 
【文部科学省】 
  国立特殊教育総合研究所 ………………………………………………    6 
 大学入試センター ………………………………………………………   6 
  国立オリンピック記念青少年総合センター  …………………………   7 
 国立女性教育会館  ………………………………………………………    8 
 国立青年の家  ……………………………………………………………    9 
  国立少年自然の家  ………………………………………………………   10 
 国立国語研究所 …………………………………………………………   11 
 国立科学博物館 …………………………………………………………   11 
 物質・材料研究機構 ……………………………………………………   12 
 防災科学技術研究所 ……………………………………………………   13 
 放射線医学総合研究所 …………………………………………………   14 
 国立美術館 ………………………………………………………………   14 
 国立博物館 ………………………………………………………………   15 
 文化財研究所 ……………………………………………………………   15 
【厚生労働省】 
 国立健康・栄養研究所 …………………………………………………  16 
 産業安全研究所 …………………………………………………………   17 
 産業医学総合研究所  ……………………………………………………   18 
【農林水産省】 

農林水産消費技術センター ……………………………………………  19 
 肥飼料検査所 ……………………………………………………………   19 

農薬検査所 ………………………………………………………………   19 
 種苗管理センター ………………………………………………………   19 

 家畜改良センター ………………………………………………………   20 
 農業者大学校 ……………………………………………………………   20 

  農業・生物系特定産業技術研究機構 …………………………………   20 
 農業生物資源研究所 ……………………………………………………   20  
 農業環境技術研究所 ……………………………………………………   21  
 農業工学研究所 …………………………………………………………   21 
 食品総合研究所 …………………………………………………………   21  
 国際農林水産業研究センター …………………………………………   21 

林木育種センター…………………………………………………………   21 
森林総合研究所……………………………………………………………   21 
さけ・ます資源管理センター……………………………………………   21 
水産大学校 ………………………………………………………………   21 
水産総合研究センター …………………………………………………   21 

【経済産業省】 
 日本貿易保険 ……………………………………………………………   22 

産業技術総合研究所 ……………………………………………………   22 
 経済産業研究所 …………………………………………………………   22 
 工業所有権総合情報館 …………………………………………………   23 
 製品評価技術基盤機構 …………………………………………………   24 
【国土交通省】 
 土木研究所 ………………………………………………………………   26 
 建築研究所 ………………………………………………………………   27 
 交通安全環境研究所 ……………………………………………………   28 
 海上技術安全研究所 ……………………………………………………   29 
 港湾空港技術研究所 ……………………………………………………   30 
 電子航法研究所 …………………………………………………………   31 
 北海道開発土木研究所 …………………………………………………   32 
 海技大学校 ………………………………………………………………   33 
 航海訓練所 ………………………………………………………………   34 
 海員学校 …………………………………………………………………   35 
 航空大学校 ………………………………………………………………   36 
【環境省】 
 国立環境研究所 …………………………………………………………   37 

 



府省名 内閣府

廃止 他の事務及び事業
との統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

公文書等の保存・利
用関係

国の「将来の国民に対す
る説明責任」を果たすた
め、歴史公文書等が国
立公文書館において適
切に保存され、国民に利
用されることを保障する
体制整備を図る。

アジア歴史資料セン
ター

業務の効率化に努めつ
つ、利用者の声やニー
ズをよりよく反映した
データベースの構築及
び情報の提供に努める。

※整理表に基づいて簡潔に記載する。「事務及び事業の見直しに係る具体的措置」については、整理表における事務及び事業の分類ごとに、具体的措置の内容に応
じて、「廃止」、「他の事務及び事業との統合」、「民間・地方公共団体への移管」、「その他」の中で該当する欄にその内容を簡潔に記載する。

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

独立行政法人
国立公文書館

国立公文書館の業務の効率的な
運営に努めつつ、「中間書庫」シス
テムの構築を含め、公文書館制度
の充実強化に向けた取組を進める
中で、公文書等の適切な管理、保
存及び利用のための体制の在り方
について、引き続き検討する。



府省名 内閣府（防衛施設庁）

廃止 他の事務及び事業
との統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

現時点においては、組織形態につ
いての見直しは行わない方向で検
討中。

駐留軍等労働者の
労務管理等事務

現時点においては、
事務及び事業の改
廃は行わない方向
で検討中。

※整理表に基づいて簡潔に記載する。「事務及び事業の見直しに係る具体的措置」については、整理表における事務及び事業の分類ごとに、具体的措置の内容に応
じて、「廃止」、「他の事務及び事業との統合」、「民間・地方公共団体への移管」、「その他」の中で該当する欄にその内容を簡潔に記載する。

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

独立行政法人駐留軍等
労働者労務管理機構



府省名 総務省消防庁

廃止 他の事務及び事
業との統合

民間・地方公共団
体への移管 その他

※整理表に基づいて簡潔に記載する。「事務及び事業の見直しに係る具体的措置」については、整理表における事務及び事業の分類ごとに、具体的措置の内容に
応じて、「廃止」、「他の事務及び事業との統合」、「民間・地方公共団体への移管」、「その他」の中で該当する欄にその内容を簡潔に記載する。

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

独立行政法人
　消防研究所

・現在の中期目標策定時には想定
していなかった新たな業務が生じ、
果たすべき役割が大きく変化し、そ
れに合った組織体制としなければ
いけないことから、中期目標・中期
計画の大幅な見直しを行い、災害
対応機関、火災原因調査機関とし
ての役割を果たしつつ、それらの業
務をサポート・バックアップすること
ができるような研究部門について一
層の充実・強化を実施するとともに
管理部門の合理化を実施する。
・国に準じた機関としての役割を果
たすため、特定独立行政法人とし
ての位置付けは不可欠である。

消防の科学技術分
野における研究等

社会構造の変化や産業の
高度化等に伴い、平成１４
年以降、産業災害をはじ
めとした大規模又は複雑
な様相を呈する災害が頻
発する傾向にあり、中期
目標策定時（平成１３年）
には位置付けが低かっ
た、大規模・特殊な災害時
に被害の拡大防止等につ
いて助言を行う専門家の
派遣、同様の災害におけ
る国が自ら実施する火災
原因調査(H15.6消防法改
正)、発災後の防止対策に
係る研究等の迅速・的確
な実施などが最近になっ
て急速に消防研究所の業
務として主要な位置を占
めることとなった。このた
め、研究部門の一層の充
実・強化を図るとともに管
理部門の合理化を行い、
消防研究所に求められて
いる事務・事業に適した体
制を構築する。



府省名 総務省

廃止 他の事務及び事業
との統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

サービス提供業務
（無線設備の機器の
試験）

無線機器の型式検
定については、現在
総務省からNICTに
対し受検機器の試
験を委託して実施し
ているが、業務が安
定かつ確実に実施
される必要があるこ
とに留意して、NICT
が当該業務を制度
的に独占して実施
することの必要性等
について検討を行
い、次期中期目標
策定時までに結論
を出す。

研究開発

次期中期目標の策
定に向け戦略的に
取り組むべき研究
分野の検討等

※整理表に基づいて簡潔に記載する。「事務及び事業の見直しに係る具体的措置」については、整理表における事務及び事業の分類ごとに、具体的措置の内容に応
じて、「廃止」、「他の事務及び事業との統合」、「民間・地方公共団体への移管」、「その他」の中で該当する欄にその内容を簡潔に記載する。

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

情報通信研究機構

　「中期目標期間終了時における独
立行政法人の組織・業務全般の見
直しについて」（平成15年8月閣議
決定）に基づき、次期中期目標期
間の開始時から、特定独立行政法
人以外の独立行政法人へ移行す
る。



府省名 財務省

廃止 他の事務及び事業
との統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

研究開発関係
自主財源による事
務や受託による事
務の拡充

教育・指導・訓練関
係

事務の重点化内容
の見直し

酒類総合研究所

※整理表に基づいて簡潔に記載する。「事務及び事業の見直しに係る具体的措置」については、整理表における事務及び事業の分類ごとに、具体的措置の内容に応
じて、「廃止」、「他の事務及び事業との統合」、「民間・地方公共団体への移管」、「その他」の中で該当する欄にその内容を簡潔に記載する。

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

スリム化は困難であるが、研究体
制について、より効果的・効率的な
ものに見直す方向で検討している。
引き続き特定独立行政法人とす
る。



府省名 文部科学省

廃止 他の事務及び事業
との統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

研究活動

○特殊教育に係る政策的重
要性の高い研究及び教育
現場等の喫緊課題に特化し
て重点化するとともに、年限
を設け、逐次見直す。

研修事業

○長期研修については、
特殊研の研究活動に参
画する研究員制度（仮
称）に転換。

○その他の研修についても
指導的な立場に立つ教職員
等を対象とした研修に重点
化する。

教育相談活動

○地方公共団体等において
は、困難な希少事例等につ
いての教育相談に重点化。
○国内外の教育相談の成
果の整理・分析及びデータ
ベースを構築。

情報普及活動
○障害のある子どもの教育
に係る総合的な情報提供体
制の充実。

国際交流活動

○関係機関に対して、特殊
教育に係る国内外の情報を
総合的に提供。
○各国における特殊教育の
発展への支援など、国際機
関等との連携を通じ、国際
的な貢献を果たす。

大学入試センター試
験

○大学入試センター試験の
の実施方法の効率化。
○質的保証及びサービスの
向上。

入学者選抜方法の
改善に関する調査
研究

○喫緊のテーマ及び重要課
題に重点化。
○調査研究の活性化。
○法科大学院の適性試験
に関する調査研究の成果の
反映。

入学志願者の進路
選択に資する大学
に関する情報提供

〇大学等が行っている情
報と類似又は重複してい
るものは廃止し、精選。

○高等学校関係者を対象に
実施しているセミナー等の
統合・整理。

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

国立特殊教育総合研究
所

○特定独立行政法人以外の独立行
政法人に移行。

大学入試センター ○特定独立行政法人以外の独立行
政法人に移行。



青少年教育関係者
等に対する研修等
の主催事業

○公立の施設に普及して
いる事業等を廃止。

○国の政策課題に対応する
事業、先導的・モデル的な
事業、国際交流事業といっ
た、青少年教育のナショナ
ルセンターとしてふさわしい
事業に重点化・戦略化を図
る。
○地方公共団体（青少年行
政部局）や全国の青少年団
体等への成果の普及を充実
させるため、プログラムの事
例を紹介するデータベース
の整備・拡充等を行う。

青少年教育関係者
等の受入れ事業

○より教育的効果の高い受
入れとする観点から、国の
政策課題に合致したプログ
ラム等、一定のねらいをもっ
たプログラムを行う団体の
利用を優先する。
○利用団体がより効果的に
プログラムを実施できるよ
う、専門職員等による直接
的な指導の推進、利用の参
考となるモデルプログラムの
作成・提供の拡充等、利用
団体への指導・助言等の改
善を図る。

青少年教育に関す
る施設及び団体相
互間の連絡及び協
力の促進に関する
事項（連携・協力事
業）

○青少年教育施設・団体等
がより緊密に連携・協力でき
るよう、青少年団体のネット
ワークづくりを推進し支援の
充実を図る。
○ホームページの整備など
により、情報の交換・共有化
を図る。

青少年教育に関す
る専門的な調査及
び研究に関する事
項（調査研究事業）

○青少年の現代的課題に
対し効果的に対応できるよ
う、青少年教育施設や関係
団体等が行う様々な活動の
充実に役立つ実践的な調査
研究を実施する。

青少年教育に関す
る団体に対して、当
該団体が行う活動に
対して行う助成金の
交付に関する事項
（助成事業）

○より一層の事業の公正性
を高めるとともに、効果的な
助成を実施する観点から、
外部有識者等の意見を取り
入れつつ、助成した活動の
成果や効果の把握を引き続
き実施し、改善を図る。

○事業の重点化・戦略化に伴う見
直し。
○事務の集中化・一元化や業務の
外部委託の一層の促進。
○特定独立行政法人以外の独立行
政法人に移行。

国立オリンピック記念青
少年総合センター



研修事業

○地方公共団体が行う
必要性が高い事業につ
いては、廃止し、原則とし
て地方に委ねる。

○研修事業については、
①全国の女性教育指導者
層の資質・能力の向上を図
るための研修、
②女性教育に関する喫緊の
課題（少子高齢化、ＤＶ等）
に関する研修、
③国際協力・連携に資する
研修、
に重点化。
○地方公共団体が単独で
行った場合に、実施が困難
なものについては、受託事
業として実施。
○研修方法等については、
①参加型プログラムや、
②民間ノウハウを活用した
研修プログラムの推進、
③研修成果の還元方策の
明確化
等により事業の合理化・効
率化を図る。

調査研究事業

○調査研究事業は、
①女性教育の振興に関する
基礎的調査研究、
②研修方法等の改善に資
する学習プログラム調査研
究、
に重点化する。

情報事業

○情報事業は、
①女性教育に関する調査研
究成果に関する情報、
②国内外の女性教育に関
する行政資料等の情報のう
ち、地域レベルでは収集が
困難な情報
に重点化する。
○関係機関・団体等との
データベースの共同構築に
より事務の合理化を図る。

交流事業

○交流事業の範囲を国内外
の女性教育指導者等に対
象を焦点化。

受入事業

○利用者にとって満足度の
高い研修プログラムの提
供・支援による質的向上。
○民間委託の範囲を利用受
付・案内、施設使用料徴収、
宿泊施設の維持に関する業
務に拡大する。

国立女性教育会館 ○特定独立行政法人以外の独立行
政法人に移行。
○宿泊料金や研修施設使用料金等
の自己収入の増加。



青年の団体宿泊訓
練に関する事項（主
催事業）

○公立の施設に普及して
いる事業等を廃止。

○社会奉仕体験（ボランティ
ア活動）や環境教育・環境学
習に対応した事業等、国の
施策や喫緊の青年教育の
課題に対応した事業に重点
化・戦略化を図る。
○公立の施設への成果の
普及を充実させるため、国
立青年の家職員の公立の
施設への派遣の推進、事業
の成果を紹介するホーム
ページの内容の拡充等を行
う。

青年の団体宿泊訓
練に関し、青年教育
指導者の研修に関
する事項（主催事
業）

○公立の施設に普及して
いる事業等を廃止。

○公立の青年教育施設の
職員をはじめ、学校教職員
や青年団体指導者に対し、
効果的な研修事業を広域的
に実施するため、国の施策
や喫緊の青年教育の課題
に対応した研修事業に重点
化・戦略化を図る。
○公立の施設への成果の
普及を充実させるため、国
立青年の家職員の公立の
施設への派遣の推進、事業
の成果を紹介するホーム
ページの内容の拡充等を行
う。

青年の団体宿泊訓
練のための利用に
供するとともに、青
年の団体宿泊訓練
についての指導及
び助言に関する事
項（受入れ事業）

○より教育的効果の高い受
入れとする観点から、国の
施策課題に合致したプログ
ラム等、国の青少年教育施
設としてふさわしい一定のね
らいをもったプログラムを行
う団体の利用を優先する。
○利用団体がより効果的に
プログラムを実施できるよ
う、専門職員の研修の強
化、専門職員等による直接
的な指導の推進、活動の最
後に行う指導や活動の検証
の充実といった、利用団体
への指導・助言等の改善を
図る。

国立青年の家 ○事業の重点化・戦略化に伴う見
直し。
○各施設の業務の実態を踏まえた
職員の機動的な配置等。
○事務の集中化・一元化や業務の
外部委託の一層の促進。



少年の団体宿泊訓
練に関する事項（主
催事業）

○公立の施設に普及して
いる事業等を廃止。

○「総合的な学習の時間」や
環境教育・環境学習に対応
した事業等、国の施策や喫
緊の少年教育の課題に対
応した事業に重点化・戦略
化を図る。
○公立の施設への成果の
普及を充実させるため、国
立少年自然の家職員の公
立の施設への派遣の推進、
事業の成果を紹介するホー
ムページの内容の拡充等を
行う。

少年の団体宿泊訓
練に関し、少年教育
指導者の研修に関
する事項（主催事
業）

○公立の施設に普及して
いる事業等を廃止。

○公立の少年教育施設の
職員をはじめ、学校教職員
や少年団体指導者に対し、
効果的な研修事業を広域的
に実施するため、国の施策
や喫緊の少年教育の課題
に対応した研修事業に重点
化・戦略化を図る。
○公立の施設への成果の
普及を充実させるため、国
立少年自然の家職員の公
立の施設への派遣の推進、
事業の成果を紹介するホー
ムページの内容の拡充等を
行う。

少年の団体宿泊訓
練のための利用に
供するとともに、少
年の団体宿泊訓練
についての指導及
び助言に関する事
項（受入れ事業）

○より教育的効果の高い受
入れとする観点から、国の
施策課題に合致したプログ
ラム等、国の青少年教育施
設としてふさわしい一定のね
らいをもったプログラムを行
う団体の利用を優先する。
○利用団体がより効果的に
プログラムを実施できるよ
う、専門職員の研修の強
化、専門職員等による直接
的な指導の推進、活動の最
後に行う指導や活動の検証
の充実といった、利用団体
への指導・助言等の改善を
図る。

国立少年自然の家 ○事業の重点化・戦略化に伴う見
直し。
○各施設の業務の実態を踏まえた
職員の機動的な配置等。
○事務の集中化・一元化や業務の
外部委託の一層の促進。



国語の研究事業

○国語及び国民の言語生
活について迅速かつ的確な
実態把握を行うため、研究
課題を新たな観点から整理
する。

日本語教育の研究
事業

○研究課題の対象が拡散し
ている点を見直し、母語、学
習目的に応じた日本語教育
内容を策定する研究事業に
重点化する。

日本語教育研修

○日本語教育研修の枠組
みを再編成し、中核的な日
本語教師の育成を目的とし
た研修に重点化する。

情報収集・発信事業

○日本語に関する情報収集
の範囲の拡大、収集方法の
改善を行い、情報発信を強
化する。

標本資料の収集保
管事業

○標本資料の収集について
は，新たな資料収集システ
ム及び資料情報ネットワー
クを構築し充実。

調査・研究事業

○研究基盤充実のために，
外部資金の拡充及び後継
者養成を充実。新たな課題
に対応するため研究組織の
再構築と，大学等との連携，
人事交流を戦略的に実施。

展示・教育普及事業

○他の科学博物館の先導
的モデルとなる活動の充
実，企業等との共催による
事業の実施や入場料等の
見直しによる自己収入の増
を図る。

国内のナショナルセ
ンター機能を果たす
事業

○新たな資料収集保管方針
や登録制度により，効率的
な資料収集に資し，研修・連
携教育事業については真に
ナショナルセンターとして必
要な事業に重点化。

国際的な役割を果た
す事業

○国際的な共同研究の充実
とアジア諸国の博物館との
連携及び技術支援を強化。

国立国語研究所 ○特定独立行政法人以外の独立行
政法人に移行。

国立科学博物館 ○特定独立行政法人以外の独立行
政法人に移行。
○機動的な研究体制の構築。



ナノ物質・材料

○物質・材料研究の中で、
特に重要性が高く、機構が
高い実績とポテンシャルを
有しているナノテクノロジー
を用いた物質・材料研究に
大幅に重点化。

環境エネルギー材
料

安全材料

研究基盤・知的基盤
の構築

○目的を達成した業務につ
いて終了した上で、知的基
盤など国の中核機関として
取り組むべき業務に特化し
て引き続き実施。

施設及び設備の共
用

○世界トップレベルの機能
を有する強磁場施設等の大
型施設・設備を外部利用に
解放するなど、一層の共用
化を促進し、引き続き実施。

研究者・技術者の養
成と資質の向上

○大学院生等の研修生の
積極的な受け入れなど研究
者・技術者の養成を、引き続
き実施。

その他の事業（研究
開発情報の収集等）

○研究開発情報の収集、分
析及び発信機能を強化し、
産学官のコーディネート機
能を充実させるなど必要な
強化を図った上で実施。

物質・材料研究機構 ○研究開発領域を重点化した上
で、引き続き実施。
○研究開発の重点化に伴い、研究
ユニット、事務体制の見直しを適切
に実施。
○特定独立行政法人以外の独立行
政法人に移行。 ○より実用性の高い成果

を生む観点から、環境・
エネルギー材料と安全材
料を統合し、機構が高い
実績とポテンシャルを有
しているものの中で、社
会的ニーズが高いものに
厳選して実施。



地震災害による被害
の軽減に関する研
究

○防災分野の中で特に重要
性の高く、防災研が高い能
力を有している地震災害に
よる被害の軽減に関する研
究領域の取組みに重点化。

火山災害による被害
の軽減に関する研
究開発

○政府としての火山観測に
必要な業務について引き続
き実施。

気象災害、土砂災害
等による被害の軽減
に関する研究

○技術の進歩により必要
性が相対的に低下した
り、所期の目的を達成し
た施設について廃止。

○シミュレーションやリスク
マネージメントなどの社会的
要請の高い研究に重点化。

施設及び設備の共
用

○施設・設備の一層の共用
化の促進。

研究者・技術者の養
成と資質の向上

○大学院生、研修生等の積
極的な受け入れなど研究
者・技術者の養成を、引き続
き実施。

その他の事業（防災
科学技術に関する
国内外の情報・資料
の収集・提供　等）

○国内外の防災科学技術
に関する資料の継続的な収
集及びデータの蓄積、要請
に応じた職員派遣による研
究開発への協力、自然災害
発生時の緊急調査のための
職員の派遣等の業務につい
て継続。

防災科学技術研究所 ○事業の重点化に伴う効率的、効
果的な組織形態の見直し。
○特定独立行政法人以外の独立行
政法人に移行。



放射線先進医療研究

放射線感受性遺伝子
研究

放射線障害研究

施設及び設備の共用

○体制の整備等、事務及び
事業の合理化・適正化を行
う。

研究者・技術者等の養
成及び資質の向上

○社会的要請が高く、放医
研が高いポテンシャルを有
する放射線医学、緊急被ば
く医療等の人材育成に重点
化。

その他行政のために
必要な業務（緊急被ば
く医療対応、安全規制
への協力等）

○行政ニーズに基づく放射
線・安全規制に対する支援・
協力業務を効果的・効率的
に実施。

美術に関する作品
の収集・保管及び展
示

○現代の芸術活動への支
援に資する内容に重点化。
○展示については，国内外
の美術館等と連携した秀品
の巡回展示に重点化。

美術に関する作品
の調査研究

○現代の芸術活動への支
援に資する調査研究の質の
向上。
○外部資金のさらなる獲
得。

美術に関する作品
通じた教育普及

○感性を豊かにする心の教
育の拠点として，主として児
童生徒を対象に重点化。
○ナショナルセンターとし
て，関係機関との連携・協力
体制の強化。

国立美術館のその
他の来館者サービ
ス

○質の高いサービス提供を
目指し，関係機関との連携・
協力体制の強化。
○外部委託の推進による業
務の効率化。

放射線医学総合研究所

放射線人体影響研究

○放射線の医学利用研究
の中核機関として、社会的
要請が高く、放医研が高い
ポテンシャルを有する「放射
線を用いたライフサイエンス
研究（重粒子線がん治療、
分子イメージング、ゲノム研
究）」に重点化。

○放医研が高いポテンシャ
ルを有し、政策上も重要な
「放射線安全・緊急被ばく医
療研究」に重点化。
○「放射線・安全規制に対
する支援・協力業務」の効果
的・効率的な実施。

国立美術館 ○柔軟な組織運営を行い事務の簡
素化を推進。
○特定独立行政法人以外の独立行
政法人に移行。

○研究課題の重点化による研究体
制の見直しを行う。
○特定独立行政法人以外の独立行
政法人に移行。

○民間への技術移転が
進展するなど、目的を達
成した研究を終了した上
で、より成果が見込まれ
る研究の効果的・効率的
実施のため、３つの研究
領域を見直し、統合。

○目的を達成した研究を
終了し、社会的要請が高
く、政策上も重要な研究
を精選して、２つの研究
領域を整理・縮小し、統
合。



有形文化財の収集・
保管及び展示

○グローバル化に対応し，
我が国の歴史，伝統，文化
の普及に重点化・戦略化。
○外国人に対する日本の理
解の増進による，国際文化
交流の促進。

有形文化財の調査
研究

○広く我が国の歴史，伝
統，文化の普及に資する調
査研究に重点化・戦略化す
るとともに，質を向上。
○外部資金のさらなる獲
得。

有形文化財を通じた
教育普及

○我が国の歴史，伝統，文
化の普及に重点化。
○ナショナルセンターとし
て，関係機関との連携・協力
体制の強化。
○外部委託の推進による業
務の効率化。

国立博物館のその
他の来館者サービ
ス

○質の高いサービス提供を
目指し，関係機関との連携・
協力体制の強化。
○外部委託の推進による業
務の効率化。

文化財に関する調
査・研究

○文化財保護行政において
重要性・緊急性の高い調
査・研究の重点的な実施。
○文化の保存・修復に関し、
継続的な国際協力を行える
体制とネットワークの整備・
構築。

調査・研究に基づく
資料の作成・公表

○研究成果を公表する一般
公開施設の活性化。

文化財に関する情
報・資料の収集・整
理・提供

○ナショナルセンターとして
の国内外の関係機関との連
携強化。
○文化財の保存・修復に関
し、継続的な国際協力を行
える体制とネットワークの整
備・構築。

文化財に関する研
修等

○他機関が実施する研修と
の連携協力を図るとともに、
地方公共団体等では実施し
得ない、指導者層を主たる
対象とした、先端的かつ高
度なものとなるよう内容を見
直す。また、期間の短縮化
を図る。

文化財の調査・保
存・修復・整備・活用
に関する援助・助言

○ナショナルセンターとして
の国内外の関係機関との連
携強化。

文化財研究所 ○既存組織の整理・統合。
○柔軟な組織編成と事務の簡素
化。
○機動的な業務態勢の編成。
○任期制研究員の積極的な導入。
○特定独立行政法人以外の独立行
政法人に移行。

国立博物館 ○柔軟な組織運営を行い事務の簡
素化を推進。
○特定独立行政法人以外の独立行
政法人に移行。



府省名 厚生労働省 　

廃止 他の事務及び
事業との統合

民間・地方公
共団体への移 その他

・国民の健康の保持及び
増進に関する調査及び
研究
・国民の栄養その他国民
の食生活の調査及び研
究
・食品についての栄養生
理学上の調査研究

－ － －

健康・栄養政策に関する基本的データを提供するも
のであり、廃止・縮小及び他機関への譲渡は困難で
あるが、個別の調査研究テーマの終了に伴う新テー
マは、新たな中期計画等においてより具体的・計画
的に定めることを基本としつつ、その時点での健康・
栄養政策の動向を十分に踏まえた上で、国民生活の
向上に資するテーマをより効果的・弾力的に設定。

国民健康・栄養調査の集
計事務 － － －

「国民健康・栄養調査」に係るデータの処理・集計に
関するものであり、廃止・縮小及び他機関の譲渡は
効率的な事業継続の観点から困難であるが、新たな
中期計画等における標準処理期間の設定やさらなる
短縮を図るとともに、事業実施に当たっての費用節
減や事務の合理化策等を図る。

特別用途表示の許可等
に係る試験 － － －

研究所において特別用途食品の許可のための試験
検査を受けようとするニーズは高いことから、現段階
において、当該業務を廃止・縮小した場合、直ちに
「特別用途食品」の許可等に支障が生じることから、
処理期間の短縮等を図りつつ、引き続き当該業務を
継続。

特別用途食品の収去試
験 － － －

   収去に係る試験は、中立性・公平性を確保するた
めに一元的に行う必要があり、廃止・縮小及び他機
関の譲渡は困難であるが、新たな中期計画等におけ
る標準処理期間の設定を図るとともに、事業実施に
当たっての費用節減や事務の合理化策等を図る。

  １．国立健康・栄養研究所（以下「研究所」と
いう。）が行っている生活習慣病対策の基礎研
究、食品の安全対策の基礎研究、国民健康・
栄養調査の集計業務などの各種の調査・研究
は、国の健康・栄養政策の基礎的な部分であ
り、確実な実施が必要である。

２．研究所の行う調査・研究のほとんどは、中
長期的に継続して行う必要があるが、研究所
は永年にわたる調査・研究のノウハウを蓄積し
ており、他に類似の調査・研究を行っている機
関はなく、健康・栄養政策の基礎となる調査・
研究を実施する上での信頼性・公正性におい
て、他に主体となりうるものも見あたらないこと
から、業務の廃止や移管を行うことはできな
い。
　また、研究所で実施している調査・研究は、
健康・栄養政策の基礎となるものであり、採算
性は見込まれないことから民営化は困難であ
る。

３．さらに、研究所においては、国民の個々人
の健康状態や食事内容など、国民のプライバ
シーに係わる情報を取り扱う「国民健康・栄養
調査」に関する業務を実施しているほか、食品
の特別用途表示食品の収去試験等、公権力
の行使の前提となる試験などの業務を実施し
ており、極めて高い客観性と信頼性を確保す
る必要があり、引き続き、特定独立行政法人と
することが必要である。

４．なお、更なる業務の効率化を図るため、調
査・研究の目的及び内容に対応する人材の活
用を図るなど、既存の調査・研究体制を見直し
効率的な調査・研究体制の整備を行うこととし
ている。

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

独立行政法人  国立
健康・栄養研究所



廃止 他の事務及び
事業との統合

民間・地方公
共団体への移 その他

－ －

災害調査について迅速な対応を図る
ためプロジェクトチーム方式により柔軟
な体制を確立すること等による労働災
害調査体制等の強化を図るとともに、
産業安全に係る唯一の調査研究機関
として、専門的知見の承継を目的とし
た研究の廃止、調査研究の重点化、ア
ジア地域の先導的研究機関としての
貢献を図るための見直しを実施

独立行政法人産業安
全研究所

１　労働災害は依然として多発していることか
ら、国としてその防止対策を計画的に進め、最
近続発している周辺住民をも巻き込むような重
大災害発生時等における迅速かつ適切な対
応を行うためには、産業安全研究所（以下「研
究所」という。）の研究成果及び高度な専門的
知見が不可欠である。
　また、他に類似の研究を行っている機関はな
く、安全政策の基礎となる研究を実施する上で
の信頼性・公正性を確保し得る他に主体となる
ものは見あたらないことから、業務の廃止や移
管を行うことはできない。

２　また、研究所が行っている調査研究は、労
働安全行政の基礎研究であるため採算性が
見込まれず、また、公務員としての公正・中立
な立場で国内外の労働安全に関する基準策
定に参画し、災害調査における事業場への立
入りを行う必要があることから、民営化は困難
であり、かつ、特定独立行政法人であることを
維持することが必要である。

３　なお、更なる業務の効率化を図るため、労
働災害調査体制等の強化及び唯一の産業安
全研究機関として調査研究の重点化を図るこ
となど、既存の体制を見直し効率的かつ効果
的な調査・研究体制の整備を行うこととしてい
る。

事業場における災害
の予防に関する調査
及び研究

－

法人名 組織形態の見直しに係る
具体的措置（又は見直しの方向性） 事務及び事業名

事務及び事業の見直しに係る具体的措置



廃止 他の事務及び
事業との統合

民間・地方公
共団体への移 その他

独立行政法人産業医
学総合研究所

１　じん肺や職業がん等の重篤な職業性疾病
はいまだ後を絶っておらず、過重労働や労働
者のメンタルヘルスが社会的問題となっている
中で、国としてその防止対策を計画的に進め
る上で、産業医学総合研究所（以下「研究所」
という。）の研究成果は不可欠である。
　また、他に類似の研究を行っている機関はな
く、労働衛生政策の基礎となる研究を実施する
上での信頼性・公正性を確保するうえでも他に
主体となるものは見あたらないことから、業務
を廃止又は移管することはできない。

２　研究所で行っている調査研究は労働衛生
政策の基礎研究であり採算性が見込まれない
ことから民営化は困難である。

３　さらに研究所においては、疾病発症時等に
おける労働実態やストレス等の状況など、労働
者一人一人に着目したプライバシーに係わる
研究を行っており、かつ、当該研究を基に国内
外の職業性疾病等に係る基準策定へ参画して
いることから、極めて高い客観性と信頼性を確
保する必要があり、引き続き、特定独立行政
法人とすることが必要である。

４　なお、更なる業務の効率化を図るため行政
ミッション型研究業務の重点化及び労働衛生
研究の推進振興を図ることとするなど、既存の
体制を見直し、効率的かつ効果的な調査・研
究体制の整備を行うこととしている。

労働者の健康の保
持増進及び職業性
疾病の病因、診断、
予防その他の職業
性疾病に係る事項に
関する総合的な調査
及び研究

－ － －

社会的・行政的ニーズに基づく研究に
研究資源を重点配分すること等によ
り、行政ミッション型研究業務の重点
化を図るとともに、基盤的研究課題の
精選及びそれに伴う研究体制の再
編、労働衛生研究者の育成等によりナ
ショナルセンターとしての労働衛生研
究の推進振興を図るための見直しを
実施

法人名 組織形態の見直しに係る
具体的措置（又は見直しの方向性） 事務及び事業名

事務及び事業の見直しに係る具体的措置



府省名 農林水産省

廃止 他の事務及び事業
との統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

食品等の品質及び
表示の調査・分析等 － － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

ＪＡＳ制度に関する
検査等 － － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

肥料・土壌改良資材
の検査等 － － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

飼料、飼料添加物の
検査等 － － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

農薬検査所

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

－ － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

品種登録に係る栽
培試験 － － －

○実施場所を９ヵ所
から６ヵ所に集約化
○本事業における西
日本農場の拠点化の
ための定員などの重
点的な配置

農作物の種苗の検
査 － － － 実施場所を４ヵ所から

３ヵ所に集約化

ばれいしょ、茶樹、さ
とうきびの増殖に必
要な種苗の生産及
び配布

－ －

茶樹の原種生産・配
布の都道府県・民間
等への委託・移管等
の在り方につき検討

実施場所ごとの役割
分担の明確化を通
じ、効率的で質の高
い業務運営を実現

※整理表に基づいて簡潔に記載する。「事務及び事業の見直しに係る具体的措置」については、整理表における事務及び事業の分類ごとに、具体的措置の内容に応じ
て、「廃止」、「他の事務及び事業との統合」、「民間・地方公共団体への移管」、「その他」の中で該当する欄にその内容を簡潔に記載する。

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

農林水産消費技術セン
ター

肥飼料検査所

種苗管理センター

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要



府省名 農林水産省

廃止 他の事務及び事業
との統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

家畜の改良、増殖、
飼養管理の改善 － － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

飼料作物に係る種
苗の生産、配布等 － － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

農業者大学校

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

－ － －

「(独)農業者大学校の
将来方向に関する検
討会」において抜本
的な見直しを行うべく
検討中

農業技術研究業務 － － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

民間研究促進業務 － － －

中期目標期間中の経
済情勢を踏まえた融
資実行件数・相談件
数の増減等を把握し
た上で、中期目標期
間終了時までに融資
事業の在り方につい
て抜本的見直し案を
策定

基礎的研究業務 － － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

農業機械化促進業
務 － － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

農業生物資源研究所

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

－ － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

※整理表に基づいて簡潔に記載する。「事務及び事業の見直しに係る具体的措置」については、整理表における事務及び事業の分類ごとに、具体的措置の内容に応じ
て、「廃止」、「他の事務及び事業との統合」、「民間・地方公共団体への移管」、「その他」の中で該当する欄にその内容を簡潔に記載する。

家畜改良センター

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

農業・生物系特定産業
技術研究機構

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

法人名 組織形態の見直しに係る
具体的措置（又は見直しの方向性） 事務及び事業名

事務及び事業の見直しに係る具体的措置



府省名 農林水産省

廃止 他の事務及び事業
との統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

農業環境技術研究所

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

－ － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

農業工学研究所

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

－ － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

食品総合研究所

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

－ － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

国際農林水産業研究セ
ンター

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

－ － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

林木育種センター

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

－ － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

森林総合研究所

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

－ － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

さけ・ます資源管理セン
ター

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

－ －

資源増大目的のふ
化放流については
平成18年度中に全
て民間移行

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

水産大学校

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

－ － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

水産試験研究・技術
開発業務関係 － － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

海洋水産資源開発
業務関係 － － －

事務・事業の重点化
を図ることを通じ、効
率的で質の高い業務
運営を実現

水産総合研究センター

○今後とも特定独立行政法人の形
態で事務・事業を実施
○職員の身分は、公務員型である
必要

※整理表に基づいて簡潔に記載する。「事務及び事業の見直しに係る具体的措置」については、整理表における事務及び事業の分類ごとに、具体的措置の内容に応じ
て、「廃止」、「他の事務及び事業との統合」、「民間・地方公共団体への移管」、「その他」の中で該当する欄にその内容を簡潔に記載する。

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

法人名 組織形態の見直しに係る
具体的措置（又は見直しの方向性） 事務及び事業名

事務及び事業の見直しに係る具体的措置



府省名 経済産業省

廃止 他の事務及び事業
との統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

貿易保険事業 民間金融機関との
連携・協力を通じた
業務の運営の効率
化等

調査及び研究業務 ・研究領域設定の重
点化・弾力化
・優良な研究員の確
保のための新たな
取り組みの導入
・適切な財政基盤の
確保

政策提言・普及業務 ・広報・広聴活動に
よる研究の質の向
上

資料収集管理、統計
加工及び統計管理
業務

・研究成果、データ、
知見等の組織的蓄
積

1.研究を中心とする
業務の実施に関す
る事項、2.研究に関
連する業務の実施
に関する事項、3.産
業技術総合研究所
の管理・運営に関す
る事項、4.地域セン
ターに関する事項に
ついて、産業技術総
合研究所に期待さ
れる役割をより効率
的、効果的に果たし
ていくために所要の
見直しを図る。

引き続き、非公務員型独立行政法
人として事業を継続。
　他方、民間における専門的知見・
経験を最大限活用し、業務運営の
効率化を図る等の観点から、現在
の民間損害保険会社への業務委託
の範囲の拡大など、民間金融機関
との連携・協力のあり方を検討。

　経済産業省として産業技術総合
研究所を特定独立行政法人以外の
独立行政法人、すなわち非公務員
型の独立行政法人に移行させるこ
とを決定し、このために必要な措置
として「独立行政法人産業技術総合
研究所法の一部を改正する法律
案」を第159回通常国会に提出し
た。同法案は、平成16年6月3日付
けで成立し、産業技術総合研究所
は平成17年4月1日から非公務員型
の独立行政法人へ移行することが
確定している。

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

日本貿易保険

産業技術総合研究所

経済産業研究所

１．非公務員型独立行政法人の活
用
２．研究と管理の有機的な連携のた
めの組織整備

鉱工業の科学技術
に関する研究及び
開発、地質の調査、
計量の標準



工業所有権関係公報
等閲覧業務

①本業務を担当する
閲覧部を、本年１０月
以降、審査・審判関係
図書等整備業務を担
当する資料部と統合す
ることにより、より一層
効率的な運営を目指
す。

②非常勤職員を活用
し、常勤職員の効果
的・効率的な配置を行
う。

審査・審判関係図書等
整備業務

①本業務を担当する
資料部を、本年１０月
以降、工業所有権関
係公報等閲覧業務を
担当する閲覧部と統
合することにより、より
一層効率的な運営を
目指す。

工業所有権相談等業
務

①情報館に寄せられる
相談件数が急増する
中、本業務を担当する
相談部の増員を抑制し
つつ、相談業務のワン
ストップ化に努める。

工業所有権情報流通
等業務

①特許流通アドバイ
ザーの報酬を年俸制
から固定給＋実績給
へ移行するとともに、
特許庁からの補助金
で賄っていたアドバイ
ザー活動費を地方公
共団体等の負担へと
移行。
②特許電子図書館の
検索手法の指導を
行っていた特許電子図
書館情報検索指導アド
バイザーを、検索手法
の指導に加え特許情
報の活用全般を支援
する特許情報活用支
援アドバイザーへと高
度化させ、更に特許流
通アドバイザー同様、
報酬の固定給＋実績
給への移行及び活動
費の地方公共団体負
担への移行を実現。
③このように業務の合
理化、効率化を図りつ
つ成果の向上を達成し
てきたところであり、今
後もこうした合理化・効
率化を推進する。

工業所有権総合情報館

①特許審査の迅速化等のための特許
法等の一部を改正する法律（平成１６年
法律第７９号）により、独立行政法人工
業所有権総合情報館法を改正し、本年
１０月に工業所有権情報普業務及び人
材育成業務を移管させ、その名称を独
立行政法人工業所有権情報・研修館に
変更する。また、平成１８年度には、情
報システム関連業務（仮称）も特許庁か
ら移管させる。
②業務移管に伴い、新たに情報普及
部、研修部及び人材育成部を設けると
ともに、研修部及び人材育成部を統括
する「人材開発統括監」を新設する。ま
た、業務運営の効率化を図るため従来
の「閲覧部」と「資料部」を統合し、かつ、
非常勤職員を活用することによって常
勤職員の効果的・効率的な配置を行う。
③情報館は、次期中期目標期間におい
ても引き続き特定独立行政法人（公務
員型）とする。



バイオテクノロジー
分野

●終了する業務
・遺伝子解析ツール
の開発業務
●継続する業務
・遺伝子組換え生物
等の使用等の規制
による生物の多様性
の確保に関する法
律関係業務
・生物遺伝資源に係
る情報等の提供業
務
・生物遺伝資源に係
る情報の高付加価
値化業務

化学物質管理分野 ●継続する業務
・化学物質排出把握
管理促進法関連業
務
・化学兵器の禁止及
び特定物質の規制
等に関する法律関
係業務
・化学物質総合管理
情報の整備提供関
係業務
●拡充する業務
・化学物質審査規制
法関連業務

製品評価技術基盤機構



適合性評価分野 ・標準物質の維持管
理業務

●見直す業務
・工業標準化法に基づく
製造業者に対する立入
検査関係業務
●継続する業務
・計量法に基づく校正事
業者登録関係業務（ＪＣＳ
Ｓ）
・計量法に基づく特定計
量証明事業者認定関係
業務（ＭＬＡＰ）
・製品安全４法に基づく
検査機関等登録関係業
務
・特定機器相互承認法
(ＭＲＡ法)に基づく適合性
評価機関認定関係業務
・家庭用品品質表示法及
び計量法（ＪＣＳＳ及びＭ
ＬＡＰを除く。）に基づく立
入検査関係業務
・工業標準化法に基づく
認証機関登録関係業務
（ＪＡＳＣ）
・標準物質に関するデー
タベースの提供業務
・国際提携関係業務（ＡＤ
Ｒ）
・情報技術（ＩＴ）セキュリ
ティ関係業務
・依頼試験評価業務（ＡＳ
ＮＩＴＥ等）
●拡充する業務
・工業標準化法に基づく
試験事業者登録関係業
務（ＪＮＬＡ）

人間生活福祉分野 ・鉱山保安法に基づ
く検定業務

●継続する業務
・製品安全関係業務
・講習関係業務
・依頼試験評価業務
・人間特性計測関係
業務
・福祉用具評価関係
業務
・標準化関係業務

※整理表に基づいて簡潔に記載する。「事務及び事業の見直しに係る具体的措置」については、整理表における事務及び事業の分類ごとに、具体的措置の内容に応じ
て、「廃止」、「他の事務及び事業との統合」、「民間・地方公共団体への移管」、「その他」の中で該当する欄にその内容を簡潔に記載する。

  機構が実施している認定、登録、
審査、立入検査等及びそれに付随
する必要な調査等の法施行・支援
業務及び国際条約の履行業務につ
いては、国の責務であり、国以外に
は開放すべき性格の業務ではない
ため組織形態の大幅な見直しは行
わない。



府省名 国土交通省

廃止 他の事務及び事業との
統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

独立行政法人
土木研究所

・研究開発課題の重点化・戦略化に
伴い、既存のグループ、チームの再
編を視野に入れた柔軟な組織編成
を行う。
・ユネスコ水災害・リスクマネジメント
国際センター（仮称）を設立するな
ど、国際的な貢献度を高める組織
編成を行う。
・非公務員化した場合、国土交通省
と緊密に連携した国民の安全性確
保等のための研究開発、災害時等
の技術指導等を行う観点から支障
をきたす。特に災害時対応につい
て、明確かつ適確な指揮命令系統
の下で使命を着実に果たすために
は、国家公務員である必然性が高
い。また、特定の企業営利活動等に
加担することのない高い中立性、高
度な守秘義務等の維持が困難とな
るとともに、国土交通省との円滑な
人事交流による行政経験を生かし
た研究開発が困難になる。

土木に係る建設技
術に関する調査、
試験、研究及び開
発並びに指導及び
成果の普及

地震、水害、土砂災
害等の自然災害か
ら安心・安全な国土
基盤を形成し、国民
生活を守るため必
要な研究開発を、道
路・河川の整備・管
理とも直結して、中
立的・公共的な立場
で実施しており、こ
れらは他の機関で
は行うことができな
いものであるととも
に、国土交通大臣
の指示による職員
の派遣等災害対応
に貢献する業務を
行っており、廃止し
た場合は、良質な社
会資本の効率的な
整備に支障が生ず
るとともに、国民生
活の安全性・安定性
が低下する。

自然災害等に対して安
全・安心な国土基盤を
形成し国民生活を守る
ために必要な研究開発
を、高い専門性を持って
国際的に高い水準で
行っており、統合により
対外的に広く認知され
ている「土木研究所
(PWRI)」としての連続性
を失うことは、国際的に
大きな損失となる。また
仮に、統合により大括り
の組織としても、統合に
よる効率性は見込まれ
ず、むしろ意思決定等
における機動性の低下
などの弊害により、研究
活動の非効率化を招
く。

災害の発生時に早
急に現地に赴き、被
害状況の調査等を
行うことができる代
替機関は存在しな
い。また、世界最先
端の実験・研究施設
を駆使しつつ、全国
の道路及び河川の
現場と密接に連携し
て高い水準の研究
を実施できる類似の
研究機関が存在し
ない。さらに、民間
の主体に委ねた場
合においては中立
性・公平性の確保が
困難となり、リスク
の大きい研究につ
いては採算性等の
観点から実施され
ず支障が生ずる。

・大規模地震や近年
多発する集中豪雨
に伴う洪水・土砂災
害等に対する安全
性向上、省資源・リ
サイクル等の環境
負荷軽減など、新た
な社会ニーズに対
応した研究開発課
題への一層の戦略
化・重点化を図る。
・海外の研究機関や
国際機関と連携しつ
つ、日本の知見を活
かした先進的な研
究の実施、研究成
果の普及、技術指
導等を一層積極的
に実施することに
よって、国際的な貢
献度を高める取組
みを強化する。
・限られた人員で高
度な研究の推進が
可能な環境を確保
するため、定型的な
単純業務について
アウトソーシングの
推進を図る。



府省名 国土交通省

廃止 他の事務及び事業との
統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

独立行政法人
建築研究所

・複雑化、多様化する近年の社会
ニーズに機動的に対応すべく、プロ
ジェクトチーム制の一層の活用など
柔軟な組織体制の整備を図る。
・非公務員化した場合、国土交通省
と緊密に連携した国民の安全性向
上等のための研究開発、災害時等
の技術指導、国際地震工学研修等
を行う観点から支障をきたす。特に
災害時対応について、明確かつ適
確な指揮命令系統の下で使命を着
実に果たすためには、国家公務員
である必然性が高い。また、特定の
企業営利活動等に加担することの
ない高い中立性、高度な守秘義務
等の維持が困難となるとともに、国
土交通省との円滑な人事交流によ
る行政経験を生かした研究開発が
困難となる。

建築及び都市計画
に係る技術に関す
る調査、試験、研
究及び開発並びに
指導及び成果の普
及

地震や火災に対し
て脆弱な建築物や
市街地の安全性の
向上、民間では対
策を講じ難いシック
ハウス問題への対
処、国レベルで対応
が不可欠な地球温
暖防止のための研
究開発等を客観的・
中立的立場から行
い、その成果を国の
法令、基準等に生
かすとともに、国土
交通大臣の指示に
よる職員の派遣等
災害対応に貢献す
る業務を行い、被害
調査等により得られ
た課題を行政施策
に反映する役割を
担っており、廃止し
た場合には、国の技
術基準策定等の業
務が円滑に行われ
ず、国民生活の安
全性・安定性が低下
する。

国における技術基準の
策定等に資する研究開
発や広く社会に活用さ
れる汎用的な技術の研
究開発を、高い専門性
を持って中立的・公共的
な立場から実施できる
唯一の研究機関であ
り、類似する業務を行っ
ている法人はない。また
仮に、統合しても、分野
が異なることから統合に
よる効率性は見込まれ
ず、むしろ意思決定等
における機動性の低下
などの弊害により、研究
活動の非効率化を招
く。さらに、対外的に広く
認知されている「建築研
究所(BRI)」としての連続
性を失うことは、国際的
に大きな損失となる。

地方公共団体への
移管については、類
似の研究機関が存
在しない。民間に対
する移管について、
中立性・公平性の確
保が困難となり、リ
スクの大きい研究に
ついては採算性等
の観点から実施さ
れないことも予想さ
れる。また、災害の
発生時に早急に現
地に赴き、被害状況
の調査等を行うこと
ができる代替機関
は存在しない。さら
に、世界最先端の
実験・研究施設を駆
使しつつ、基準の策
定等を行う行政部
局と密接に連携し
て、高い水準の研究
を実施できる類似の
研究機関が存在し
ない。

・大規模地震対策や
シックハウス対策、
ヒートアイランド対策
など、新たな社会
ニーズに対応した研
究開発課題への一
層の戦略化・重点化
を図る。
・研究成果報告のと
りまとめ・公表や国
際的にも評価の高
い国際地震工学研
修のさらなる充実・
効果的実施をはじ
め、社会や世界に
貢献できる研究成
果の普及、技術指
導等を一層積極的
に推進する。
・限られた人員で高
度な研究の推進が
可能な環境を確保
するため、定型的な
単純業務について
アウトソーシングの
推進を図る。



府省名 国土交通省

廃止 他の事務及び事業との
統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

自動車の審査業務等を
行っている本研究所に
関しては、関連・類似す
る事務・事業を行ってい
る他の機関はなく、統合
したとしてもメリットは期
待できない。むしろ、統
合による大括りの結果、
研究所としての意思決
定等における機動性を
損ない、業務に支障を
きたすことが懸念され
る。

本研究所の業務
は、自動車の基準
策定のための調査
検討や型式審査業
務のように、全国的
視点及び国際調和
の観点を踏まえつ
つ、公正中立に行
われる必要があるも
ののほか、特別な
専門的知識を要す
る要員及び特殊な
研究設備を要するも
のや採算性の薄い
ものである。このた
め、業務を民間や地
方公共団体に移管
することは困難であ
る。

・交通事故の低減及
び環境問題へ対応
等、国の政策目標
達成のために必要
な研究課題への重
点化・戦略化をはか
る。
・自動車の技術基準
案策定に係る技術
的調査・検討業務を
行うに当たり､国との
連携を一層強化す
る。
・新たな技術基準へ
の対応を迅速かつ
確実に行うため､自
動車の型式指定に
おける技術基準へ
の適合性の審査業
務の効率化を進め
る。
・補助的な業務、庁
舎・施設管理等のア
ウトソーシングを拡
大する。

独立行政法人
交通安全環境研究所

・研究領域横断的な研究ニーズの
増加に伴い、従来の研究領域にと
らわれない横断的なプロジェクト
チームを積極的に設置し､より幅広
い研究ニーズへの対応を可能とす
る。
・非公務員化した場合は、本研究所
の業務における守秘義務の確保、
試験・評価の客観性の確保及び公
的な技術基準の策定等における公
平中立性が確保できなくなるほか、
自動車の安全基準等の策定のため
調査検討や型式審査業務を始めと
する業務が争議行為等により停滞
するおそれがあり、この場合には、
交通安全対策や環境対策の着実か
つ円滑な実施を阻害し、社会経済
や国民生活に著しい支障を及ぼす
こととなる。

陸上運送及び航空
運送に関する安全
の確保、環境の保
全及び燃料資源の
有効な利用の確保
を図るための陸上
運送及び航空運送
に係るものに関す
る試験、調査、研
究及び開発等。

本研究所の業務
は、交通事故の低
減及び環境問題へ
の対応等国の政策
目標を達成するた
めに必要不可欠な
ものである。また、
国の行う自動車の
型式認証の審査業
務を実施している。
このような機能・能
力を有する機関は
存在しておらず､廃
止した場合、社会経
済や国民生活に著
しい支障を及ぼすこ
ととなる。



府省名 国土交通省

廃止 他の事務及び事業との
統合

民間・地方公共団体
への移管 その他
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独立行政法人
海上技術安全研究所

・刻々と変化する社会的要請に対応
した研究を効果的に実施するため、
弾力的・流動的な組織運営を図る。
・非公務員化した場合は、特に災害
対策基本法における指定公共機関
としての海上における事故・災害時
の対応といった迅速な対応が求め
られる際、労働争議権の行使によ
り、業務の停滞が生じ支障をきた
す。
　また、本研究所の事務は、国土交
通省の行政と一体となってその行
政事務を補完しているため、公務員
以外の者が当該事務を担当した場
合、安全・環境基準の設定などにお
ける公平性や中立性が阻害される
おそれがあり、適正な海事行政の
遂行に支障をきたす。

船舶に関する技術
の研究、調査、開
発及びその成果の
普及

本研究所の事業
は、国土交通省の
海事行政の遂行に
不可欠であり、民
間、大学、地方公共
団体にこのような機
能・能力を有する研
究機関は存在して
おらず、仮に廃止し
た場合、こうした分
野における技術的
基盤の損失が生じ
支障をきたす。

本研究所の事業と他の
独立行政法人等の事業
に類似性は無く、統合し
たとしてもシナジー効果
は期待できず、むしろ、
異なる分野を管理・統
括する部門における意
志決定等の機動性・効
率性の低下などの弊害
により、事業運営の非
効率化を招くことが懸念
される。

本研究所の事業
は、採算性がない又
はリスクが高い研究
開発を行うものであ
り民間による実施が
期待できない。ま
た、安全・環境基準
策定のための研究
について、公平性や
中立性の確保が期
待できない。
　また、地方公共団
体に本研究を実施
する能力を有する研
究機関は存在して
おらず、仮に事業を
移管した場合、こう
した分野の研究開
発の実施が期待で
きない。

・船舶環境負荷低減
技術や新エネル
ギー輸送技術の開
発を行うなど、事業
の戦略化・重点化を
推進し、業務の質の
向上を図る。
・独立行政法人とし
ての自律的な組織
運営の特徴を十分
に活用して、事業運
営の見直しを継続
的に行い、事業運
営の合理化・適正化
推進する。
・専門的な知識等を
要しない補助的な作
業、庁舎・施設管理
等のアウトソーシン
グを拡大する。



府省名 国土交通省

廃止 他の事務及び事業との
統合

民間・地方公共団体
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独立行政法人
港湾空港技術研究所

・現在、研究部・研究室体制を基本
的な組織編成としているが、重点研
究課題等に対応したグループ研究
体制といった要素を加える方向で検
討を進める。
・非公務員化した場合は、国土交通
省と緊密に連携してその使命を着
実に果たすことが困難になり、沿岸
域の防災、環境に関する課題解決
や国際競争力の高い港湾・空港の
整備等の要請への貢献に、直接か
つ著しい影響を及ぼす。特に、大規
模災害発生時には、現地での技術
指導等を通じた速やかな応急復旧
等への貢献に直接かつ著しい影響
を及ぼす。また、国土交通省との間
で適切な人事を含む円滑な交流の
妨げとなり、全国を網羅する各地方
整備局等の技術者と日常的に緊密
な連携を保つことによる、港湾・空
港の整備等の効率的な実施等への
貢献が困難になる。さらに、公共事
業で用いられる材料や工法等に大
きく影響を及ぼす研究に求められる
客観性、公正・中立性の確保が担
保されない。

港湾及び空港の整
備等に関する調
査、研究及び技術
の開発等

国土交通省と緊密
に連携した当該業
務は他では対応で
きず、わが国の港湾
及び空港の効率的
な整備等が困難に
なるとともに、客観
的、公正・中立的研
究開発成果に基づく
港湾及び空港の整
備等に係る法令、技
術基準、マニュアル
等の作成に支障が
生じる。また、例え
ば阪神・淡路大震災
のように港湾に大規
模な災害が発生し
た際の速やかな応
急復旧活動等のた
めの技術指導に大
きな支障となる。

港湾・空港分野の総合
的研究所として、理事長
のリーダーシップの下、
特定の研究分野を総合
的に深く掘り下げ、世界
的な研究成果をあげる
ことによる港湾・空港の
効率的かつ円滑な整備
等への貢献が困難にな
る。また、研究拠点の分
散により業務運営の効
率性、機動性が著しく低
下する。さらに、これま
で培ってきた｢実績｣｢信
用｣｢名称｣の統合による
損失は、国際的な活動
を積極的に展開してい
るが故に大きく、極めて
問題。

国の関与が小さくな
り、国にとって必要
な研究の実施が保
証されない。また、
本事務・事業はリス
クが高いことや採算
が取れないことか
ら、これらができる
研究機関は民間・地
方公共団体におい
ては見受けられず、
仮に国としての業務
である、法令、技術
基準、マニュアル等
の作成を民間に委
ねた場合、客観性、
公正・中立性の観点
から問題が生じる懸
念があるとともに、
地方公共団体での
実施は不適当であ
る。さらに、国土交
通省との密接な連
携が必要な大規模
災害発生時の速や
かな応急復旧等の
ための技術指導
は、国の機関として
港湾空港技術研究
所の実施が適当。

・近年複雑・高度化
する新たな要請に
対応するため、港
湾・空港の整備等に
関する調査、研究及
び技術の開発等の
一層の戦略化・重点
化を図る。
・技術基準の国際標
準化に関する動向
等を踏まえた研究、
開発等への取組み
を、海外の研究所や
国際機関と連携し、
強化を図る。
・一般管理業務等の
アウトソーシングを
拡大する。
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独立行政法人
電子航法研究所

・今後の研究課題の変化に対応し
た適切な研究部門組織に見直すた
めの検討を行う。
・プロジェクトチームの新たなる結
成・再編を機動的に実施する。
・非公務員化した場合は、業務の停
滞により、本研究所が目的としてい
る交通の安全の確保とその円滑化
に支障をきたし、国民生活の安定に
直接著しい影響を及ぼすこととな
る。また、業務における守秘義務の
確保、試験・評価の客観性の確保
及び公的な技術基準の策定や技術
資料の作成等においてある特定の
企業のみが有利とならないように中
立性を確保することが出来なくな
る。

電子航法に関する
試験、調査、研究、
開発等

航空交通量及び航
空需要の増大に対
応するための次世
代航空保安システ
ム等を整備・導入す
るという国の業務が
円滑に進まなくな
り、国民生活に不便
を強いるとともに、
社会経済発展を阻
害することとなる。

電子航法に関する研究
等を行っている我が国
唯一の試験研究機関で
あること、また当該事業
と関連又は類似する事
業を行っている他の独
立行政法人は存在しな
いことから、他の独立行
政法人等への移管は想
定しがたい。

研究リスクが大きい
こと、国以外による
需要がほとんどない
こと、技術的に高度
な専門的知識を必
要とすることに加
え、特殊な試験設備
が必要であることか
ら、民間又は地方公
共団体へ移管した
場合には必ずしも当
該研究等が実施さ
れない恐れがある。

・航空管制方式の評
価及び次世代航空
保安システム等の
国際的に高く貢献で
きる分野等行政
ニーズの重要度・緊
急度等を踏まえ、研
究の重点化を図る。
・プロジェクトチーム
の編成等による弾
力的組織編成、予
算管理システムの
活用、職員の業績
評価等により、事業
運営の合理化・適正
化を図る。
・自己収入を増加さ
せるための経営努
力を図る。
・専門的な知識等を
要しない補助的な作
業、庁舎・施設管理
等のアウトソーシン
グを拡大する。



府省名 国土交通省
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独立行政法人
北海道開発土木研究所

・研究領域を横断した研究推進体制
設置の検討を行う。
・技術活用の推進を強化する組織
体制整備及び企画・管理部門にお
ける適正配置の検討を行う。
・非公務員化した場合は、本研究所
における寒冷地特有の「基準・マ
ニュアル」の策定など公共事業への
利活用を前提とした研究における公
平性・中立性が損なわれるばかり
か、災害対策基本法に基づく災害
時の技術指導や災害を未然に防ぐ
ための研究業務が必ずしも実施さ
れないおそれがある。また、本研究
所の職員の大部分は、国土交通省
との人事交流により行政経験を積
み、その経験を活かして国土交通
省と緊密に連携して研究を行ってお
り、国土交通省との人事交流が円
滑に行えない恐れがある。

北海道開発局の所
掌事務に関連する
土木技術に関する
調査、試験、研究
及び開発等

北海道開発土木研
究所は、北海道特
有の厳しい自然条
件に起因する土木
技術を総合的に研
究する唯一の機関
であり、国内外から
も高い評価を得てい
る。研究成果の適用
により北海道開発
事業の着実かつ効
率的な推進が図ら
れると共に、災害対
策基本法に基づく災
害時の技術指導等
を実施していること
から、こうした研究・
業務の廃止は、まさ
に「業務の停滞が国
民生活又は社会経
済の安定に直接か
つ著しい支障を及ぼ
す」ものである。

道路・河川・港湾・農業・
水産等の幅広い分野に
おいて積雪寒冷等に起
因する土木技術上の課
題を総合的に研究し、
高い技術とノウハウを
蓄積している機関であ
り、理事長のリーダー
シップのもと業務の効率
化・研究の質の向上を
図りつつ、本研究所が
研究等を進めていくの
がもっとも効果的・効率
的である。また、類似機
関が存在しないことか
ら、統合により大括りの
組織となった場合、意思
決定の機動性が損なわ
れるばかりか、本研究
所の研究部門が分割さ
れ一体的な研究体制が
損なわれ非効率となる
と共に、これまで築いて
きた「北海道開発土木
研究所」としての連続性
を失うことになる。

北海道特有の厳し
い自然条件に起因
する土木技術の研
究等の着実な遂行
には、専門性に対す
る高い技術力と財
政力が必要であり、
地方公共団体がこう
した事務・事業を担
うことは困難であ
る。また、本研究所
の研究等は「基準・
マニュアル」の策定
など公共事業への
利活用を前提とした
ものが多いほか、災
害への対応も実施
しており、民間に移
管することとした場
合、中立性・公平性
を欠くとともに、採算
性の観点から必ず
しも実施されない恐
れがある。

・総合性を活かした
研究をより重点化・
戦略化する。
・研究成果の普及促
進及び技術指導を
積極的に推進する。
・一般管理業務等の
外部委託を推進す
る。
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各船員教育機関の教育
対象者、目的、内容等
は異なり、他機関の業
務の統合による一体運
用等の効果はほとんど
ない。むしろ、統合する
ことにより組織内に教育
システムが混交すること
となり、現場に混乱が生
じまたは、意思決定の
迅速性が損なわれるお
それがある。

民間企業が船員養
成を行うとした場
合、多額の費用を要
することから、国等
の支援がなければ
学生への費用負担
の大幅な拡大につ
ながり、船員志望者
の減少を来たすお
それがある。また、
船員に必要とされる
知識・技能は、全国
一律の内容であるこ
とが必要である。海
技大学校は長年に
わたり船員に対する
教育・訓練を実施す
ることによって、その
高度なノウハウを蓄
積しており、このよう
な教育・訓練を地方
公共団体等が適切
に実施することは期
待できない。

・効率的な資格取得
体制を構築する。
・シミュレータ等を活
用した個別的、実践
的な実務教育・訓練
を充実させる。
・外国人船員に対す
る職業教育・訓練の
充実強化を行う。
・管理・間接業務等
の外部委託を拡大
する。

独立行政法人
海技大学校

・海技士科、海上技術科及び講習
科の統合並びにシミュレータ教育の
充実強化に伴い、教員の適正配置
を行う。
・非公務員化した場合は、争議行為
が可能となり、座学のみならず実技
実習を行っていることから、教育訓
練スケジュールに大幅な停滞をもた
らすおそれがある。

上級海技資格取得
のための教育及び
船舶運航に係る実
務訓練等総合的な
職業教育・訓練

優秀な船員を養成
するためには、長期
間の計画的な育成
を必要とするため、
採算性がとれなけ
れば撤退することが
自由な民間企業に
船員教育を全て委
ねた場合、安定した
優秀な船員の供給
ができず、安全かつ
安定した海上輸送
の確保の妨げとな
り、国民経済の発展
や国民生活の安定
が図れなくなるおそ
れがある。



府省名 国土交通省

廃止 他の事務及び事業との
統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

独立行政法人
航海訓練所

・船隊構成等の見直しにあわせ、要
員の適正な配置を行う。
・非公務員化した場合は、争議行為
が可能となり、座学のみならず実技
実習を行っていることから、教育訓
練スケジュールに大幅な停滞をもた
らすおそれがある。

商船系学生等に対
する航海訓練実習

優秀な船員を養成
するためには、長期
間の計画的な育成
を必要とするため、
採算性がとれなけ
れば撤退することが
自由な民間企業に
船員教育を委ねた
場合、安定した優秀
な船員の供給がで
きず、安全な海上輸
送の確保が困難と
なり、国民経済の発
展や国民生活の安
定が図られなくなる
おそれがある。

各船員教育機関の教育
対象者、目的、内容等
は異なり、他機関の業
務の統合による一体運
用等の効果はほとんど
ない。むしろ、統合する
ことにより組織内に教育
システムが混交すること
となり、現場に混乱が生
じまたは、意思決定の
迅速性が損なわれるお
それがある。

民間企業が船員養
成を行うとした場
合、多額の費用を要
することから、国等
の支援がなければ
学生への経費負担
の大幅な拡大につ
ながり、船員志望者
の減少を来たすお
それがある。加え
て、練習船の運用に
は高度のノウハウ
が必要であるとこ
ろ、民間企業では航
海訓練における一
定の水準を維持す
ることが困難とな
る。また、船員に必
要とされる知識・技
能は全国一律の内
容であることが必要
である。航海訓練所
は長年にわたり学
生・生徒等に対する
航海訓練を実施す
ることによって、その
高度なノウハウを蓄
積しており、このよう
な航海訓練を地方
公共団体等が適切
に実施することは期
待できない。

・タービン船である
大成丸の代替船の
規模・船種について
検討する。
・実践的な海事英語
訓練の実施及び外
国人船員候補生に
対する訓練の拡充
の可能性を検討す
る。
・内航海運に従事す
る若年船員の育成
において、少人数で
の反復繰り返し実習
を実施する。
・管理・間接業務等
の外部委託を検討
する。



府省名 国土交通省

廃止 他の事務及び事業との
統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

民間企業が船員養
成を行うとした場
合、多額の費用を要
することから、国等
の支援がなければ
学生への費用負担
の大幅な拡大につ
ながり、船員志望者
の減少を来たすお
それがある。また、
船員に必要とされる
知識・技能は、全国
一律の内容であるこ
とが必要である。海
員学校は長年にわ
たり船員に対する教
育・訓練を実施する
ことによって、その
高度なノウハウを蓄
積しており、このよう
な教育・訓練を地方
公共団体等が適切
に実施することは期
待できない。

・専修科の量及び質
の拡充に取り組む。
・司ちゅう・事務科の
抜本的な見直しを図
る。
・管理・間接業務等
の外部委託を拡大
する。

独立行政法人
海員学校

・専修科の充実・拡充や司ちゅう・事
務科の見直し等に伴う教員の適正
配置を行う。
・非公務員化した場合は、争議行為
が可能となり、座学のみならず実技
実習を行っていることから、教育訓
練スケジュールに大幅な停滞をもた
らすおそれがある。

中学、高校卒業生
に対する内航船舶
職員となるための
教育

優秀な船員を養成
するためには、長期
間の計画的な育成
を必要とするため、
採算性がとれなけ
れば撤退することが
自由な民間企業に
船員教育をすべて
委ねた場合、安定し
た優秀な船員の供
給ができず、安全な
海上輸送の確保の
妨げとなり、国民経
済の発展や国民生
活の安定が図れなく
なるおそれがある。

 各船員教育機関の教
育対象者、目的、内容
等は異なり、他機関の
業務の統合による一体
運用等の効果はほとん
どない。むしろ、統合す
ることにより組織内に教
育システムが混交する
こととなり、現場に混乱
が生じまたは、意思決
定の迅速性が損なわれ
るおそれがある。



府省名 国土交通省

廃止 他の事務及び事業との
統合

民間・地方公共団体
への移管 その他

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

※整理表に基づいて簡潔に記載する。「事務及び事業の見直しに係る具体的措置」については、整理表における事務及び事業の分類ごとに、具体的措置の内容に応じ
て、「廃止」、「他の事務及び事業との統合」、「民間・地方公共団体への移管」、「その他」の中で該当する欄にその内容を簡潔に記載する。

独立行政法人
航空大学校

・教育業務の合理化・適正化、教育
支援業務に係る更なる民間委託、
管理業務の更なる集約化等につい
て検討を進めており、これらを踏ま
え一層効率的な業務実施体制の実
現に資する内部組織のスリム化を
図る。
・非公務員化した場合は、業務の停
滞により、安定的なパイロットの供
給が困難となり、その結果パイロッ
ト不足が顕在化し、国民生活及び社
会経済に著しい支障をきたす。ま
た、国との円滑な人事交流による教
官の確保が困難となる。

航空機の操縦に関
する学科・技能の
教授及び航空機の
操縦に従事する者
の養成

大手航空会社２社
が本大学校と同様
の基礎的教育を実
施しているが、その
養成数は経営状況
により不安定であ
り、我が国に必要な
パイロットを安定的
に供給するこは困
難である。したがっ
て本大学校のパイ
ロット養成が行われ
なくなることにより、
パイロットが不足し、
我が国の社会経済
活動に著しい支障を
与える。また今後航
空需要の拡大及び
パイロットの大量退
職が見込まれてお
り、我が国の安定的
な航空輸送の確保
に支障をきたす。

航空機の操縦に従事す
る者の養成に特化して
おり、当該事業と関連す
る事業を行っている他
の独立行政法人は存在
しない。また、仮に一体
的に実施したとしても効
果的・効率的な運営は
不可能である。

授業料を国立大と
同水準とする必要
があり採算性が低
いこと、本法人での
知見を行政上の安
全基準にフィード
バックし、最新の安
全行政の考え方を
教育現場に反映さ
せる必要があるた
め民間への移管は
適当でない。また、
航空輸送は海外ま
でも活動範囲とする
ことから、地方行政
になじまず、そのノ
ウハウもない。

・整備業務／運航管
理業務等の教育支
援業務について、更
なる民間委託を図る
方向で検討する。
・教育業務につい
て、学科教授科目
の見直し等により、
一層の合理化・適正
化を図る方向で検
討する。
・管理業務につい
て、更なる集約化を
図る方向で検討す
る。



府省名 環境省

廃止 他の事務及び事業
との統合

民間・地方公共団
体への移管 その他

・環境研究に関する業
務
・環境情報の収集、整
理及び提供に関する
業務

　事務及び事業に
ついて廃止する要
素は見あたらな
い。

　国立環境研究所の
業務は、民営化になじ
むものでもなく、地方公
共団体等への移管に
もなじまない。

　事務及び事業の具体
的な進め方については、
社会的、政策的ニーズ
等を踏まえた適切な見
直しを行うことが必要。

※整理表に基づいて簡潔に記載する。「事務及び事業の見直しに係る具体的措置」については、整理表における事務及び事業の分類ごとに、具体的措置の内容
に応じて、「廃止」、「他の事務及び事業との統合」、「民間・地方公共団体への移管」、「その他」の中で該当する欄にその内容を簡潔に記載する。

各府省別法人の見直し素案の内容一覧表

事務及び事業の見直しに係る具体的措置
事務及び事業名法人名 組織形態の見直しに係る

具体的措置（又は見直しの方向性）

　独立行政法人
　　　国立環境研究所

　国立環境研究所は、国の環境政
策の根幹にかかわる政策研究機関
としての性格を有しており、また、緊
急時等の業務の停滞が、国民の生
活等に著しい支障を生じさせる懸
念があること等から、職員の身分に
ついては、引き続き公務員とするこ
とが適当。




